
⑤ 手形・小切手訴訟事件

基準紛争利益の額
基準法務費用（消費税を除く）

備考
委任契約時（着手金） 事件終了時（報酬金）

125万円以下 5万円 10万円

事件の内容により左記の金額
を 30%の範囲で減額します。

125万円を超えて
300万円以下の場合

（基準紛争利益の額×8%）
×1/2

（基準紛争利益の額×16%）
×1/2

300万円を超えて
3,000万円以下の場合

（基準紛争利益の額×5%+9万円）
×1/2

（基準紛争利益の額×10%+18万円）
×1/2

3,000万円を超えて
3億円以下の場合

（基準紛争利益の額×3%+69万円）
×1/2

（基準紛争利益の額×6%+138万円）
×1/2

3億円を超える場合
（基準紛争利益の額×2%+369万円）

×1/2
（基準紛争利益の額×4%+738万円）

×1/2




